
 
 

１．はじめに 
（１）目的 

地方公共団体においては、人口減少等により公共施設等（建築物、インフラ資産）の利用需要の変化
が予測されるとともに、厳しい財政状況が続く中で、公共施設等の老朽化対策については大きな課題と
なっています。 

このような状況を踏まえ、平成 26 年 4 月に総務省から全国の地方公共団体に対し、「公共施設等総合
管理計画の策定」が要請されました。 

このことから、公共施設等の個別計画を総括する上位計画として、町が保有、管理する公共施設等の
全体を把握するとともに、公共施設等を取り巻く現状や将来にわたる課題等を客観的に整理し、⾧期的
な視点をもって公共施設等の総合的かつ計画的にマネジメントしていくことを目的とします。 

（２）計画期間 
公共施設等の総合的かつ計画的な管理のためには⾧期的な視点に立つ必要があることから、本計画の

計画期間は、平成 29 年度（2017 年度）から令和 38 年度（2056 年度）の 40 年間※１とします。 
 
 

２．公共施設等の現状及び将来の見通し 
（１）建築物の現状 

町が保有する建築物の総棟数は 378 棟、延床面積の合計は約 149,546 ㎡（令和３年３月末現在）で
す。用途別の内訳をみると、学校教育系施設が 39.5％と最も多く、次いで町営住宅が 23.6％となって
おり、この２つで全体の約６割を占めています。その他では、社会教育系施設（生涯学習センター等）
が 7.5％、町民文化系施設（地区集会所等）が 6.8％の順となっています。 

経過年数別の内訳をみると、建築後 31 年以上の建築物は全体の 59.4％を占めています。計画を策定
するうえで活用した総務省の「公共施設等更新費用試算ソフト」では、建築物の大規模改修の時期につ
いて建築後 30 年、建替えは建築後 60 年を目安としています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

住民一人当たりの建築物の床面積 
 柴田町 県内の類似団体平均 

総延床面積 約 149,547 ㎡ 約 164,601 ㎡ 
住民一人当たりの延床面積   約 3.91 ㎡   約 5.69 ㎡ 
※令和２年国勢調査人口に基づき算出
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※1 総務省の「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」では、計画期間について、できるかぎり⾧期間であるこ
とが望ましいとしている。また、「公共施設等更新費用試算ソフト」では、更新費用の試算期間を 40 年としている。 

公共施設の用途別延床面積と構成比 公共施設の経過年数別延床面積と構成比 
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（２）インフラ資産の現状 
インフラ資産（道路、橋りょう、上水道、下水道）の保有状況は下記のとおりです。 

インフラ資産 保有数量 

道路 延⾧:約 341,613ｍ、面積:約 2,000,990 ㎡ 

橋りょう 158 橋、面積:約 7,165 ㎡ 

上水道（管路） 延⾧:約 300,326ｍ 

下水道（管路） 延⾧:約 167,375ｍ 

 
（３）公共施設等の維持管理・更新等に係る中⾧期的な経費の見込み 

今後 40 年間で新たな整備を行わず現在保有している公共施設等をすべて維持すると仮定して更新等
に係る費用を試算すると、40 年間総額で約 1,324.2 億円、1 年あたりに換算すると毎年約 32.2 億円の
更新費用が必要になると見込まれます。 

 総計 建築物 
インフラ資産 

道路 橋りょう 上水道 下水道 

40 年間総額 1,285.8 611.5 250.1 28.2 296.9 99.1 

年平均額 32.2 15.3 6.3 0.7 7.4 2.5 
※単位:億円、総務省の「公共施設等更新費用試算ソフト」に基づき試算。 
 
一方、当該計画策定時における過去５年間※２の、建築物やインフラ資産の新規整備や維持管理にかけてき

た経費の平均は年間約 22.5 億円です。これらをすべて更新経費に充当したとしても年間約 9.7 億円の不足
が生じると見込まれ、また、下記のグラフのとおり、年度ごとの支出にバラつきが生じると見込まれます。 

今後、人口減少等に伴う歳入の減少、高齢人口の増加に伴う社会保障費の増大等が見込まれることか
ら、公共施設等の更新費用を確保することは難しくなると推測されます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※総務省の「公共施設等更新費用試算ソフト」に基づき試算。試算条件は以下のとおり。 
建築物は、建築後 30 年目で大規模改修、60 年目で建替えする。 
インフラ資産の対応年数は、道路舗装部＝15 年、橋梁＝60 年、上水道＝40 年、下水道＝50 年とする。 

※2 総務省の「公共施設等更新費用試算ソフト」に基づき、過去 5 年間の投資的経費としている。 
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３．公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針 

（１）公共施設等の管理に関する基本的な考え方 
人口構成など本町の特性や町民ニーズを踏まえながら、⾧期的な視点に基づき、公共施設等の適切な

管理・運営、安全で快適な利用環境を実現するため、以下の方針に基づき計画を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

将来の人口動向や財政状況を踏まえつつ、関連計画や重点施策との整合性を図りながら、必要な行政サ
ービスの水準を確保しつつ、建築物総量の適正化を推進します。具体的には、今後 40 年間で現在の建築
物総量（延床面積）の約 38％削減を目指し、建築物の更新等にかかる経費について年間約 4.1 億円の縮
減を図ります。併せて、既存施設の有効活用や機能の複合化・統合化などの検討を行います。 

建築物総量の適正化 

具
体
的
に
は 

公共施設等の老朽化の状況や利用実態・需要の見通し等を踏まえつつ、今後も維持管理していく公共
施設等については、財政支出の縮減と平準化を図るために、公共施設等の⾧寿命化と適切な維持管理を
推進します。具体的には、⾧期的な修繕計画の策定や定期的な点検等の強化などにより建物の健全性を
維持するとともに、利用状況等から建物の優先度を判断し、優先度の高い建物の⾧寿命化を計画的に推
進し、建物の耐用年数を 10 年延⾧させて 70 年※3 にすることで、更新等にかかる経費について年間約
3.3 億円の縮減を図ります。また、インフラ資産のうち橋梁については、橋梁⾧寿命化修繕計画に基づ
く予防保全の取り組みにより、年間約 0.3 億円の縮減を図り、上水道施設については、水道事業アセッ
トマネジメントに基づく新たな水道事業経営戦略により、計画的かつ効果的な施設の更新を行うことで、
年間約 2.0 億円の縮減を図ります。 

計画的な⾧寿命化の推進 

※3 建物の耐用年数については、日本建築学会の「建築物の耐久計画に関する考え方」を参考としました。これによりますと耐
用年数の代表値は 60 年、上限値は 80 年とされているため、中間値である 70 年を目標値としました。 



（２）具体的な取組方策 
 

 具体的な取組方策 

① 点検・診断等の
実施方針 

・定期的な点検・診断結果に基づき必要な措置を行うとともに、得られた施設の状
態や対策履歴の情報を記録し、次期点検・診断に活用するメンテナンスサイクル
を確立します。 

・インフラ資産は、都市の基盤となる施設であることから、施設性能を可能な限り
維持し、⾧期にわたり使用できるよう、不具合が生じてから修繕を行う「事後保
全」から、定期的に点検・診断を行い不具合が発生する前に計画的に修繕を行う
「予防保全」へ転換を図ります。 

② 維持管理・ 
修繕・更新等の
実施方針 

・維持管理及び修繕に関する情報を統括的に管理し計画的・効率的に実施すること
で維持管理・修繕費の削減を図ります。 

・施設等の更新にあたっては、人口動向や町民ニーズ、周辺施設の立地状況等を踏
まえて適正規模を判断し、機能の複合化や減築、また、居住誘導区域への移転を
検討し、効率的・効果的な施設の配置を目指します。 

③ 安全確保の 
実施方針 

・日常点検や定期点検により、施設等の劣化状況の把握に努め、危険性が認められ
た施設等は、計画的な改善・更新等により、機能の維持継続を検討します。 

・老朽化により供用廃止された施設等や今後も利用見込みのない施設等は、施設等
の取壊しなど安全性の確保を図ります。 

④ 耐震化の 
実施方針 

・施設等の用途や財政的観点から優先順位を決めたうえで、『柴田町耐震改修促進計
画』に基づき耐震化を推進します。 

⑤ ⾧寿命化の 
実施方針 

・定期的な点検や修繕による予防保全に努めるとともに、計画的な機能改善による
施設等の⾧寿命化を推進します。 

・橋梁については、『柴田町橋梁⾧寿命化修繕計画』を踏まえ、⾧寿命化を推進します。 

⑥ 統合や廃止の 
推進方針 

・施設等の利用状況等を踏まえつつ、必要に応じて施設等の複合化・統合化などの
方針を検討します。 

・今後の社会・経済情勢の変化や町民ニーズを踏まえながら、財政状況等を考慮し
て、⾧期的な視点から必要な施設等の整備を計画的に実施します。 

⑥ ユニバーサル
デザイン化の
推進方針 

・利用者の視点を大切にした表示や誘導の整備に努め、施設の改修や更新の際には、
段差解消などのハード整備にも取り組みます。 

・歩行者が安全に通行できる歩行空間の確保や、子どもや外国人などにも理解でき
るわかりやすい案内標識の整備に努めます。 

 
 
本計画に関するお問い合わせは 
 柴田町役場 財政課 契約財産班    TEL:0224（55）2278 FAX:0224（55）4172 


